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検 事 総 長 前田 宏

願により本官を免ずる

（平成2年5月10日付け）
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法務省人任第1070号

平成2年4月23日

内閣総理大臣 殿

法 務 大

＝一－一

下記のとおり人事異動を実施したい内議がありますので，閣

議の上，発令願います。

なお，本件は，検事総長前田宏の退官に伴い， その後任に東

京高等検察庁検事長筧榮一を，その後任に次長検事根岸重治を
□

それぞれあてようとするものであります。
尋苛

fiD

東京高等検察庁検事長検事長筧 F榮一

検事総長に任命する 一

一級に叙する画一雫咄

次 長 検 事 根岸 亜治

検事長に任命する

一級に叙する
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●
巳
？
■
■
Ｕ
色
画
■
０
，
０
凸
▽
６
９
８
０
１
－
■
甲
。
“
■
凸
０
９
■
■
も
●
口
■
Ｉ
■
？
■
●
Ｕ
■
６
廿
凸
■
■
■
■
０
ｌ
ｂ
■
■
■
■
且
■
－
，
９
６
０
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
８
■
Ｏ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
ｏ
０
６
Ｂ
Ⅱ
■
凸
Ⅱ
Ⅱ
■
■
８
，
－
△

－
法
務
省

！
堅
‐
一
竿
Ｌ
牽
伽
栂
噛
憎
率
總
聰
渕
寒
刻
引
〆
謎
壁
１
１
１
１

‐
１
１
１
‐
一
！
！
‐
ｉ
－
１
！
‐
一
‐
割
調
雪
劉
罫
劉
瑠
語
訓
罰
ｉ
‐
！
‐
‐
ｌ
‐
！
！
！
ｉ
‐
｜
‐
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｉ
１
！
！
‐

ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
「
！
ｉ
‐
‐
一
Ｉ
ｉ
１
－
ｉ
制
魁
い
脚
調
期
間
勵
昭
融
剴
対
鋼
如
勵
勵
刷
引
謝
剴

●
一

マ
。
・
０
．
１
４
９
４
０
９
０
１
０
９
１
△
！
■
８
９
８
９
．
９
９
０
０
■
Ⅱ
０
９
■
Ⅱ
Ⅱ
０
凸
１
．
９
４
－
■
■
■
■
。
■
凸
由
ロ
■
■
■
■
■
日
日
・
０
日
■
０
．
８
８
■
居
一
巳
■
。
。
。
■
Ⅱ
日
日
■
①
己
■
ｐ
８
■
日
■
Ｑ
■
■
■
Ⅲ
■
５
－
●
●
ｅ
Ｖ
Ｇ
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
８
０
■
日
日
８
０
Ⅱ
Ｈ
Ｂ
１
０
・
■
０
■
●
８
０
０
●
■
ゆ

ｉ
１
「
ｄ
菫
罪
雛
塞
彫
馴
訓
馴
ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
弱
鱒
ｉ

‐
Ｉ
‐
鼬
‐
１
劃
孵
副
到
一
ｌ
渕
瀞
笥
馴
罰
胤
刑
罰
謝
一
園
‐
荊
識
副
Ｉ
刈
！
‐
Ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
Ｌ
ｉ
１
Ｉ
１
１
Ｉ
１

ｉ
‐
１
１
肌
‐
‐
１
－
１
‐
！
糾
一
！
…
伽
一
ｉ
吋
鬮
脚
制
副
剛
對
熱
蔵
餅
射
。
割
：
伽
佛
闘
‐
洲
顯
陶
訓
引
‐
！
一
‐
‐
罫
湧
制
局
：
！

″

″
一
”
一
″

■
０
・
●
曲
■
■
●
■
○
日
■
●
毎
▲
■
０
■
■
■
一
■
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
》
、
、
■
Ｄ
舎
庁
■
■
０
－
■
■
■
■
■
■
■
■
。
■
■
●
■
■
■
口
●
Ｂ
Ｅ
Ｄ
Ｂ
■
ｐ
■
■
■
、
■
Ｄ
ｂ
－
■
■
■
■
■
■
ａ
■
国
●
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
ｒ
①
“
ら
。
■
■
■
■
・

″
’
九
一
一
六

一
ｉ
・
’
１
．
１
．
肌
一
・
．
…
‐
；
：
・
恥

■
９
４
．
。
〃
口
ｂ
●
。
Ｂ
Ｂ
Ｄ
■
ｂ
Ｆ
Ｂ
Ｄ
６
０
９
６
Ｉ
旬
日
も
■
９
■
Ｔ
ｄ
Ｆ
●
・
凸
勺
●
″

‐
１
４
．
１
４
ｑ
‐
９
４
ｑ
１
Ｇ
■
■
４
ｑ
可
ｑ
一
。

・
・
’
１
●
‐
，
‐
，
，
，
１
１
１
１
１
１
，
１
１
－
１
１
．
！
↑
・
‐
・
・
刑
・
●
．
！
－
．
．
．
．
．
．
０
１
ｉ
、
．
！
．
！
．
．
・
・
・
｜
●
‐
‐
‐
刻
和
一
！
’
！
！
‐
．
‐
Ｉ
！
●
１
．
，
１
．
１
１
１
１
．
！
・
・
！
！
．
‐
．
・
・
・
：
．
！
…
．
．
．
！
‐
．
．
．
．
’
．
．
・
ｉ
１
、
，
：
．
．
１
．
１
．
‐
。
．
§

″

い
瞬
戸
巳
冶
ｈ
鯨
團
騨
掃
噛
簡
い
い
い
い
川
ｈ
い
い
″

■
■
■
■
■
・
■
一
■
■
０
■
■
■
Ｄ
ｂ
ｓ
ｃ
ｇ
●
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｄ
Ｇ
ｑ
Ｄ
■
■
４
凸
■
■
■
■

昭
９
０
■
■
●
０
０
■
０
日
甲
０
６
０
■
０
６
■
守
守
り
と
■
■
■
ｊ
ｌ
３
■
８
４
“
ｑ
■
■
勺
ｑ
■
甲
④
ｏ
ｇ
ｆ
■
■
■
●
●
■
、
０
■
Ｕ
合
口
・
■
ａ
ｇ
凸
■
■
Ｂ
■
●
■
■
■
■
日
■
■
■
・
△
■
ｑ
子
■
●
０
■
■
弓
舎
■
Ｂ
■
■
■
●
■
９
日
■

一
一

年
1

1

●

〃 ｜
』

1
－－

一｜
】
Q

一戸 リ
ー一i
,-.--…ー｣..‐

1
○

J

＄

I

I

五

二二

〃

？

履
歴
書
用
紙

－p◆一一一

月

胤

日一
二
｜
法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る
〃

●
Ｐ
ｂ
固
ｐ
■
■
■
■
■
■
■
■
ｂ
Ｐ
Ｂ
Ｃ
ｂ
Ｕ
Ｆ
■
●
■
』
■
０
Ｄ
Ｂ
■
。
■
■
■
■
ゼ
ロ
、
■
５
９
８
▼
●
■
毎
●
■
ｑ
Ｂ
ｇ
■
ｇ
凸
■
●
◆
◆
●
△
寺
●
マ
●
■
ご
早
守
●
■
■
■
■
勺
■
■
▲
□
■
■
■
■
■
■
２
■
■
■
■
■
■
３
■
・
●
ロ
。
。
■
●
一
■
一
〃
Ｐ
ｂ
■
■
■
●
わ
■
■
■
中
⑤
■
凸
■
■
■
●
色
色
』
■

Ｌ
一
《
億
景
畷
噌
鰯
噌
囑
犢
盧
罎
旺
噂
喝
鳴
盧
畷

三
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

一
法
務
省

■
■
■
■
■
■
▲
■
■
■
■
巳
■
甲
タ
＆
ロ
凸
■
今
■
写
■
Ｐ
今
●
》
●
■
一
■
。
■
ゆ
・
●
■
■
■
ｏ
■
■
■
■
■
ｇ
Ｉ
Ｕ
■
Ｉ
■
Ｂ
１
ｑ
Ｕ
”
’
２
・
ｆ
Ｄ
▽
■
▼
＆
■
１
ｂ
■
。
。
。
■
。
：
．
ｄ
■
ｑ
・
己
■
■
。
。
。
■
１
■
■
■
◆
。
●
●
ｆ
４
■
凸
■
ワ
Ｄ
Ｂ
■
ｄ
ｏ
二
■
、
■
■
あ
■
０
日
■
。
■
９
凸
●
一
■
Ｄ
■

凸
ａ
■
卓
■
■
■
■
。
●
竺
巳
ｇ
昂
■
タ
■
む
ら
■
■
■
■
■
●
■
一
■
一
■
●
■
■
■
●
■
ｇ
■
■
一
■
■
ｓ
■
ａ
ｐ
■
■
■
』
■
■
■
■
ｐ
ｐ
Ｄ
Ｂ
Ｆ
Ｌ
ｐ
６
９
Ｂ
も
■
▼
●
Ｆ
◆
Ｐ
５
△
■
？
』
■
■
ｑ
▽
■
０
■
Ｆ
ｐ
ｂ
■
甲
■
■
■
■
■
◆
■
、
■
■
Ｐ
●
凸
■
■
■
Ｆ
Ｌ
Ｕ
Ｄ
且
■
ｐ
凸
Ⅱ
Ⅱ
。
■
Ｇ
■
日
■
■
ロ
巳
ｇ
■
。

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
難
問
は
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
童

法
務
省

根
岸
重
治

■
■
？
■
Ｐ
０
Ｂ
Ｂ
Ｕ
Ｕ
■
■
■
■
●
●
４
■
Ｅ
■
、
む
ぁ
６
●
０
，
０
０
年
０
。
▲
６
４
二
Ｂ
ｑ
６
９
０
０
Ｕ
０
Ｆ
Ｇ
●
４
．
？
６
口
・
Ｐ

法
務
省

。
■
且
■
■
■
■
■
■
Ｂ
■
ｑ
■
ｐ
Ｄ
８
●
且
▼
《
■
■
《
■
■
■
■
■
■
《
、
■
■
■
凸
Ｐ
《
■
■
ロ
Ｐ
Ｕ
Ｄ
』
■
、
色
心
■
■
■
、
●
■
・
Ｌ
Ｃ
Ｂ
Ｆ
ｐ
■
■
巴
Ⅱ
日
日
Ⅱ
ｐ
ｈ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
■

ｒ
■
■
■
■
凸
■
■
■
■
■
■
■

１
１
０

■
１
６

１
１

１
６
０
■
Ｉ

１
１
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| |I ’ １
１
‐
１
噸
ｉ
－
ｉ
ｉ
い
一
；
Ｉ
鼎
－
１
桜
藤
吠
暉
信
膓
零
霞
信
隆
似
厘
噴
侭
篇
腿
邑
陥
境
定
痴
」
１
１
‐
；
ｗ
；
！
！
‐
‐

〃

二
一
一
一
一
二
大
韓
民
国
へ
笛
張
を
命
ず
る
〃

ｉ
Ｉ
・
‐
・
’
１
‐
１
１
１
，
‐
ｌ
‐
，
‐
‐
，
‐
ｉ
ｉ
１
‐
：
１
，
，
’
’
１
‐
ｒ
Ｉ
Ｉ
０
ｉ
Ｉ
Ｉ
，
。

‘
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
、
：
‐
‐
ｌ
‐
‐
‐
１
，
‐
‐
．
．
．
‘
１
１
１
，

１
１
ゞ

．
．
．

トー

‐
１
．
，
‐
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
０
ｉ
．
．
、

今
Ｉ
ｌ
１
‐
！
’
●
１
１
．
．
１
．
〃
，
ｌ

１

〃
｜
〃
》
“
出
張
顛
間
は
昭
諏
五
世
：
」
棒
鈴
１
－
１
週
一
十
七
旧
砂
ら
同
年
十
一
！
Ｉ
ｉ
１
Ｉ
Ｉ
１

二
月
六
日
室
で
と
す
る
〃

！
ｉ
封
『
‐
α
…
麺
一
二
‐
一
‐
渋
誘
犬
園
宮
瀞
謝
詞
冒
Ｉ
列
国
脅
理
局
担
当
『
‐
晦
充
て
奇
ヨ
ー
ｉ

ｌ
‐
ｉ
１

ｑ
ｉ
Ｉ
・
’
１
．
１
‐
・
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
６
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
ｉ
Ｉ
Ｊ
０
１
ｏ
ｔ
１
ワ
Ｉ
ｊ
４
１
Ｉ
９
１
。
、
，
。
０
＄
！
。
！
厚
〃
ず
ｐ
０
－
ｌ
Ｉ
１
ｌ
ｉ
・
‐
．

‐

１
１
操
０
・
△
。
’
ワ
勺
ｔ
ｐ
ｑ
ｌ
ｌ
■
・
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｑ
ｏ
０
、
ｆ
０
ワ
呂
ｊ
も
１
Ｋ
。
〃
１
６
１
０
６
０
９
１
１
１
１
β

ｒ
、

，
１

‐

｜
と
を
解
く
〃

０
．
１
１
；
１
，
１
ｌ
ｌ
ｆ
１
１
？
１
１
，
ｆ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
十
。
１
１
１
。
《

．

０

１

０

Ｉ

Ｉ

０

１

１

ｉ

１

◇

４

‐

１

．

一

。

１

１

‐

，

１

凸
Ｌ
Ｄ
Ｉ
。
“
０
１
０
１
．
；
Ⅱ
７
１
１
１
１
１
１
１
１
１
４
１
百
８
丁
目
『

Ｏ
ｉ
Ｉ
Ｉ
ｄ
１
ｊ
ｏ
ｌ
９
ｏ
名
、
Ｉ
Ｂ
１
ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐
０
１
，
ｆ
Ｊ
０

Ｕ
，
ｌ
０

〃
一
一
？
五
一
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
湾
の
相
互
協
力
及
び
安
全
一

‐

！

‐

？

。

‐

‐

‐

‐

・

‐

．

‐

！

‐
‐
・
・
．
・
・
・
‐
！
●
’
１
．
，

１
．
，
．
・
ｌ
ｉ

Ｉ
！
’
、
。
●
・
罰
．
．
’
。
．

．
＃
ず
・

。
＄
’
…
ｉ
鯵
・
‘
‐
‐
‐
ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
．
・
ｒ
‐
！
‘
‐
’

．
，
ｆ
１
Ｉ
ｌ
ｉ
‐
‐
」
‐
‐
１
１

鴎１，

！
Ｌ
，
．
‐
Ｉ
！
‐
！
‐
，
．
，
‐
・
・
‐

。‐

一
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国

一

‐

§

ｉ

‐

！

ｉ

１

１

．

｜

…

‐
。
！
；
：
‐
；
」
ｌ
‐

‐

１

－
１
１
‘
１
１
，
‐
．

・
１
．
．
．
１
ｉ
１
，
１
１
．
１
ｉ
ｔ
！
．
！
：
ｉ

ｉ
１
ｉ
，
、
ｐ
ｉ
ｌ
ｌ
‐
１
，
‐
！
！
↑
‘
！
．
…
‘

：

．
‐
◆
．
ｆ
・
ｉ
ｌ
－
ｌ
１
ｌ
１
，
‐
，

｜
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
十
五
塁

ｑ
Ｉ
ｑ
Ｊ
１
‐
．
‐
ｊ
１
１
１
．
０
１
１

’
９
．
１
‐
。
！
．

。

、ｆ’も

ｐ
ｐ
Ｐ
‐
１
１
１
６
’
ｏ
０
Ｌ
０
Ｄ
ｒ
ｏ
ｊ

；
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
、
“
。
ｔ
，
１
－

ｂ
Ｌ
・
Ｉ
、
ｐ
－
Ｉ
９
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
■
：
１
０
．
０
。
？
‐
１
，
。
。
９
，

・

一
に
よ
る
合
同
委
員
会
の
補
助
機
関
た
る
出
入
国
分
科
委
員
全

1

凸
凸
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｑ
凸
凸
！
マ
日
Ⅱ
ｆ
△
８
１
ｐ
Ｄ
５
Ｉ
Ｉ
〃
Ⅱ
’
０
６
弛
凸
。
凸
△
‐
１
１
Ｔ
Ｉ
Ｉ

ｌ

ｊ

ｏ

ｌ

ｏ

Ｉ

ｉ

０
０
・
ト
ー
１
ヶ
？
ｌ
Ⅱ
１
１
４
！

。
。
“
△
・
ロ
タ

ｆ
ｌ
“
ｉ
日
Ｉ
；
Ｉ
ｏ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
・
Ｉ
Ｉ
ｏ
Ｐ
０
ｊ
０
Ｉ
Ｉ
１
‐
ロ
可
８
１
４
４
１

。
．
。
■
凸
‐
１
９
１
Ｊ
Ⅱ
１
１
‐
０
０
■
Ⅱ
Ｉ
Ｄ
９

｜
日
本
側
代
表
の
委
嘱
を
解
く

一
外
務
省

１
１
１
０
，
１
；
ｌ
Ｆ
Ｆ
ｌ
Ｉ
ト
レ
ー
１
１
ｔ
ト
ー

５

Ｉ

９

－

ｈ

ｉ

‐

０

刑

１

１

・

１
０
０
Ⅱ
’
０
９
１
：
！
－
凸
．
ｌ
１
Ｉ
Ｄ
Ｄ
‐
Ｉ
Ｄ

″
’
一
三
四
一
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る
一
法
務
省

ｌ
１
０
Ｄ
Ｉ
。
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
８
‐
勺
‐
則
１
｜

筵
四
「
ヨ
‐
一
引
刎
ｉ
ｌ
Ｉ
詞
罵
謝
御
調
扇
樹
尋
画
陶
副
置
換
釦
到
！
ｉ
Ｉ
；
：
！
｜
Ｉ
！
″
！

”
一
！
一
…
一
‐
一
！
ヨ
〈
’
１
掛
制
謝
謝
罫
刑
事
決
認
封
妻
員
卿
卵
俸
駒
廟
鰕
訴
討
：
ｉ
Ｉ
：
・
ｉ
１
ｌ
‐
：
雌
！
！

・
Ｉ
■
１
０
０
０
．
，
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
ワ
。
０
８
・
‐
Ⅱ
‐
△
’
６
。
“
ｂ
ｌ
ｊ
ｌ
ｒ
ｏ
Ｉ
Ｉ
９
Ｉ
Ｉ
ｒ
ｊ
１
０
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
１
１
，
５
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
０
１
Ｉ
１
ｉ
。
■
■
Ⅱ
１
６
０
．
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
４
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
０
Ｉ
Ｉ
４
ｊ
・
４
１
・
Ｉ
ｇ
ｌ
Ｉ
Ｐ
１
ｂ
０

Ｐ
Ｉ
Ｏ
・
Ｉ
，
’
０
，
１
１
，
１
１
１
１
１
，
ｂ
ｌ

履
歴
書
用
紙
法
務
省

０
９
０
１
．
６
１
：
・
１
０
‐
１
１
１
１
１
１
１
９
９
１
１
４
６
１
“
．
・
ｌ
０
１
Ｄ
Ｉ
ｌ
ｑ

、
Ｉ
Ｉ
６
ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ

‐
７
－
ｒ
Ｄ
ｌ
■
Ｉ
Ｄ
ｌ
ｂ
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
０
０
４
：
Ⅱ
Ｐ
・

９
．
ｂ

・
‐
０
１
４
‐
９
０
４
１
り
Ｉ
１
Ｊ
Ｉ
ｑ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｑ
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